
「高齢者生活支援センター」は，「地域包括支援センター」の芦屋市における愛称です。 

高齢者に関する 

身近な総合相談窓口です

高齢者生活支援センターとは？ 

権利擁護支援 

住み慣れた地域で暮らすために，高齢者虐待や

消費者被害，成年後見制度の活用等の権利をま

もる支援を行います。 

※要介護の認定を受け，介護保険サービスを利用される方は指定居宅介護支援事業所へご相談ください。 

芦屋市では，高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができるために， 

介護や健康，福祉等の生活に関する身近な総合相談窓口として，市内４ヶ所に「高齢者 

生活支援センター」を設置し，それぞれの担当地区においてご本人やご家族等からの相 

談に応じています。

悪徳商法にだまされてしまっ

たかもしれない。 

●芦屋市が委託している機関です。 

●概ね６５歳以上の方の総合相談窓口です。 

●社会福祉士，保健師，主任介護支援専門員等の専門職が総合的な支援を行います。 

●担当地区のセンターへご相談ください（担当地区については裏面をご参照ください）。

※相談 無料，秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。

どんな相談ができるの？ 

近所のおばあちゃん， 

最近物忘れがあるかも。 

ひとり暮らしだから，

もしものときに心配。 

介護保険の相談はどこ

にすればいいの？ 

介護に疲れてしまって，

手がでてしまいそう。 

近くに高齢者の体操

教室や趣味の教室は

ないの？ 

電話や窓口へご相

談ください。ご自

宅を訪問します。 

介護予防ケアマネジメント 

自立した日常生活が継続できるよう，介護予防

プランの作成支援や評価，体操教室等への参加

支援等の介護予防に関する支援を行います。 

包括的・継続的ケアマネジメント支援 

高齢者やご家族への直接の支援だけでなく，担

当のケアマネジャーへの支援も行います。 

また，医療機関や行政その他関係機関との連携

体制づくりも行います。 

総合相談支援 

介護保険サービスのほか，医療・保健・福祉等

の適切なサービス，または機関や制度の利用に

つなげていく支援を行います。 
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